
平成25年 （ワ）第46号 ，同第220号 ，平成26年 （ワ）第224号

損害賠償請求事件

原 告 武 田悦子 ほか1573名

被 告 国 ほか1名

第17準 備 書 面

平成29年8月29日

福島地方裁判所いわき支部 御 中

被告国訴訟代理人弁護士

被 告 国指 定 代理 人

樋 渡 利 美 代

新 谷 貴 昭 代’
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村 橋 摩 世 代

大 友 亮 介 代

桐 谷 康 代

梶 谷 健二郎 代

後 藤 寿 行 峨

小木曽 貴 子 代

柏 崎 友紀江 代

澁 谷 正 樹 代

筒 井 督 雄 代

吉 野 弘 子 代

小野寺 貞 夫 代



松 田 朋 子 代

齋 藤 功 代

村 山 弘 史 代

泉 利 夫

馴 久 幸愚
．（1｝“

井 上 一 朗 （；つ

野 崎 佳 之

酒 井 直 仁 代

羽 生 真 人 代

渡 辺 俊 恵 代

石 川 浩 敏 代

高 橋 正 史 代

小 川 哲 兵 代

武 田 龍 夫 代

田 中 博 史 代

矢 野 諭 代

前 田 后 穂 代

内 山 則 之 代

世良田 鎮 代

豊 島 広 史 代，」

谷 川 泰 淳 代1



小 野 祐 二 代

西 崎 崇 徳 代

小 山 田 巧 代

荒 川 一 郎 代

中 川 淳 代

止 野 友 博 代

木 原 昌 二 代

山 田 創 平 代

片 野 孝 幸 代

村 上 玄 代

照 井 裕 之 代

岡 本 肇 代

正 岡 秀 章 代

皆 川 隆 一 代

角 谷 愉 貴 代

田 尻 知 之 代 ’

大 塚 恭 弘 代

大 浅 田 薫 代

岩 田 順 一 代

鈴 木 健 之 代

安 達 泰 之1代



森 野 央 士 代

高 城 潤 代

河 田 裕 介 代

常 泉 周 二 代

浅 海 凪 音 代

白 津 宗 規 代

吉 永 航 代

杉 原 裕 子 代

山 崎 亮 代

高 野 菊 雄 び

伊 藤 弘 幸 代

山 瀬 大 悟 代

森 本 卓 也 代

水 越 貴 紀 代

宇 田川 徹 代

和 田 啓 之 代

林 直 紀i”㌣

西 村 治 彦 代

神 谷 洋 一 代1

浜 島 直 子 代

黒 部 一 隆 ’代



高 田 祐 人 代

後 藤 太 一 代

横 山 春 香 代

森 俊 貴 代

荻 野 詩 織 代



被 告 国 は，本 準備 書 面にお い て，2次 提訴原 告 番 号101な い し108（ 韓 国籍 ）

及 び 同原 告番 号286（ 中国籍 ） につ い ては ，本 訴 訟 にお いて ，そ もそ も国賠 法6

条所 定 の相 互保 証 の要件 の充 足 が主張 され てお らず ，主 張 自体失 当であ る こ とを述

べ る。

なお ，略語 等 は，本 準備 書 面 にお いて新 た に用 い る もの の ほかは，従 前 の例 に よ

る。

第1国 賠法6条 の趣 旨につ いて

1国 賠 法6条 は， 「この 法律 は，外 国人 が被 害者 で あ る場 合 に は，相 互 の保 証

が あ る ときに限 り， これ を適 用 す る。」 と規 定 してお り，相互 保 証 主義 を採 用

してい る。

2国 賠法6条 の 立法趣 旨は，我 が 国の 国民 に保護 を与 えない 国の 国民 に我 が国

が積 極的 に保護 を与 え る必 要 は ない とい う衡 平 の観 念 に基 づ くもので あ る （昭

和22年7月28日 第1回 国会 衆議i院司法委員 会 議録 第6号87ペ ー ジ，西埜

章 ・国家賠 償 法 コンメ ンタール1090，1091ペ ー ジ，古 崎慶 長 ・国家 賠

償 法 の理論235ペ ー ジ）。

そ して ，我 が 国の 国民 が外 国か ら受 けた被 害 につ いて その外 国 に賠 償請 求 で

きない のに ，我 が 国が進 ん でそ の外 国 に属 す る者 に賠償 責任 を負 う必 要 は な く，

ま た，そ うした と して も，今 日の 国際情勢 上 直 ち に国際主 義 の精 神 に反す るほ

ど不合 理 とはい えない か ら，そ の限 りにおい て，被 害 を受 けた外 国人 の国家賠

償 請求 権 を制 限す る結果 が 生 じた と して も，合 理 的 な制 約 で あって ，それ を も

っ て違 憲 とはい えない とす るの が通説 で あ る （古崎 慶長 ・国家賠 償法254ペ

ー ジ
，西埜 章 ・国家賠 償 法 コ ンメ ン ター ル1091な い し1093ペ ー ジ）。

なお ，立 法担 当者 （奥 野政府 委員 ） は ，同条 の憲 法適 合性 につ い て，昭 和2

2年7月28日 の衆議 院 司法委 員 会 （第1回 国会衆議 院 司法委 員会 議録 第6号

87ペ ー ジ） にお い て ， 「國家 賠償 の責任 を認 め られ て お る國 の外 國人 に封 し
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て初 めてわが國で もそれ に救濟 を與 える，いわゆる相互主義で適當であるので

はないか。 こち らも進 んでその國では 日本人が救濟 を得 られないのにもかかわ

らず，こち らが進 んで救濟 を與えるとい うほどの國際主義 を貫 く必要 もないの

ではないか，憲法ではすべて とい うことになつてお りますが， これは法律 の定

む るところによつて，その くらいの制限を加 えて も憲法違反ではない とい う考

えか らこの條文 をつ くつたのであ ります。」 と述べ，相互保証主義 を採用 して

も憲法に反 しない旨述べてい る。

第2相 互保証があることの主張立証責任は外国人原告 らにあること

1相 互保証の有無 については，当該外国人原告 らが，その本国法に相互保証 の

規定があることの主張立証責任 を負 うと解すべきである。

この点については， 「外国人 が，国家賠償法1条 ・2条 によって， 日本 の国

又は公共団体 に対 し，損害賠償請求 をす るには，同法6条 による相互保証のあ

ることを，主張立証 しなけれ ばならない （原告に とって， 自国の法制 を明 らか

にす ることは，そ う困難 ではない）。相互保証 のあることが，損 害賠償請求権

発生の要件 であるか らである。」 （古崎慶長 ・国家賠償法256ペ ージ） とか，

国賠法6条 の規定は，「権利根拠規定 と解す る見解が相 当である。そ うす ると，

被害者である外国人 （原告）が相互保証のあることにつ き，主張 ・立証責任 を

負 うことにな る」 （鈴木康之 ・「相互保証」裁判実務大系18・84ペ ージ） と

解 されてい る。また，東京地裁 昭和47年6月26日 判決 （判例 タイムズ28

5号266ペ ージ） も， 「国家賠償法6条 は，外 国人に対 して相互保証の存す

ることを条件 として同法上の請求権 を与えた もの，す なわち同条は外国人に と

って同法上の権利根拠規定 と解す るのが相 当であるか ら，右相互保証が存す る

旨の主張 自体 が請求原因 を構成す る」 （傍点は引用者） と判示 しているところ

である。

2以 上 のよ うに， 「外 国人が被 害者の場合，その外 国人が国籍 を有す る外国で
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も，法律の明文上，又は これ に代 る条約，協定，あるいは解釈，判例 によって，

わが国の国家賠償法 と同一か，又はそれ よ り厳重でない要件 のもとに， 日本人

の被害者 に対 し，賠償責任 を負 うこと」を主張立証す ること （古崎慶長 ・国家

賠償法255ペ ージ参照）が必要であるとい うべきである。 この結論は，証拠

等 との距離においても， 当該外 国人は領事館等 を通 じて当該外国の法に接す る

ことが可能であるか ら，かかる実質的な見地に照 らしても，妥当であるとい う

ことができる。

3本 件 についてみ ると，原告 らの国賠法1条1項 に基づ く請求が全部認容 され

るた めには，① 当該行為 の主体が，国又は公共 団体の公権力の行使に当たる公

務員であること，②公務員の職務行為であること，③ 当該職務行為に違法性が

あること，④公務員に故意又は過失があること，⑤被害者 に損害が発生 したこ

と，⑥公務員の行為 と損害 との間に因果関係が存在す ることが必要である。そ

して，上記③ に関連 して，本件では，作為の加 害行為や法律上一義的に明確 に

作為義務 が認 め られてい る場合 の解怠 とい う意味での不作為ではな く，規制権

限不行使 とい う行政側 に一定の裁量が認 め られ る場合における不作為の違法性

が問われている点に特徴がある。

そ して，上記1で 述べた ことか らす ると，本件において，外国人原告 らの請

求が認 められ るためには，仮 に 日本人の被害者 が原告 らと同様の請求原 因事実

に基づ く請求 を行 った場合に， 当該国籍国の法制度 によって，当該国籍国が，

我 が国の国家賠償法 と同一か又はそれ より厳重でない要件の もとに， 日本人の

被害者 に対 して賠償責任 を負 うことについて主張立証 しなけれ ばな らない とい

うべ きである。

第3本 件においては，そもそも相互保証の要件が主張 ・立証が されていないほか，

中国については相互保証の存在が認めがたい こと

1上 記第2の とお り，外国人原告 らの本国法において相互保証のあることが，
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権利根拠規定 として請求原 因事実の一部 を構成す るとい うべ きであるところ，

原告 らは，被告国に対 し，国賠法1条1項 に基づ く損害賠償 を請求す るにもか

かわ らず，外国人原告 らについて，相互保証の要件 を充足 している点について

の主張 ・立証が全 くされてお らず，本件訴訟の特徴 を踏 まえた ものになってい

ない。

したがって，外国人原告 らについては，そ もそ も請求原因事実が整 っていな

い とい うべ きであるか ら，主張 自体失 当である。

2と ころで，平成29年7月19日 付 け原告 ら準備書面 （48）によれば，原告 ら

の うち一名の国籍が中国籍 との ことであるが， 中国については，平成29年2

月7日 付け 「調査訓令 （国家賠償 に関す る外国立法例 の調査 ・回答）」 （丙A第

161号 証） にお いては， 「国賠法 （引用者注 ・中国の国家賠償法の こ と。）

は，国家機 関 ’（国賠法 における 「国家機 関」は，広 く行政機 関及び司法機関を

指 し，いわゆる地方政府 の機 関を含む。）及びその職員 が，その職権 の行使 に

当たって，国賠法規定のi類型に該当す る公民，法人及びその他 の組織 （以下 「公

民等」とい う。）の合法な権利 を侵害す る行為 によって損害を生 じさせた場合，

上記公民等が賠償 を請求す る権利 を取得 し，国家機 関が賠償の義務 を負 うこと

を規定す る。」 とし，国賠法については， 「保護 され る合法 な権利 として人身権

及び財産権だけを， これ らの権利 を侵害す る行為 として有形力 の行使 を伴 うよ

うな行為だけを規定 した上，賠償が認 め られ るものを 「行政賠償」及び 「刑事

賠償」の二つ に限定 してお り，行政行為一般 を対象 とす るもの としていない。

そ して，国賠法の対象 とな らない行政行為について， 中国法制 においては，一

般私法の枠 内で処理 され ることが予定 されてお り，個別法令 で特に国家賠償責

任及び賠償手続 が定 められてい る場合はそれによることと理解 されてい る。」

としてお り，現 に中国の国賠法の3条 及び4条 並びに17条 及び18条 をみて

も，本件のよ うな場合が国家賠償法に よる賠償 の対象に含 まれ るとは，条文の

文言上認 め難 い。また，国賠法の対象 とな らない行政行為については，個別 の
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法令がない限 り，一般私法の枠内で処理 され るとの ことであるが，本件のよ う

な場合 が賠償の対象 とな るかについては，個別 の法令上はもとよ り，一般私法

上 も全 く明 らかでない。

そのため，仮 に 日本人が中国において，本件 における原告 らの主張 と同様の

請求原因事実 をもって中国政府 に対す る損害賠償請求 を行 った場合，精神的苦

痛 に対す る慰謝料 とい う非財産的損害について， どのよ うな要件 の下に， 日本

人 の被害者 に対 して どの ような賠償責任 を負 うかについては何 ら明 らかに され

ていない。 したがって，中国については，本件 のよ うな事案において相互保証

が存在す るとはいい難い。

以 上
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別紙

＼

2次 提訴

原告番号101金 村英大 こと金英大

102金 村明子 こと崔明子

103金 村秀紀 こと金秀紀

104金 村秀洋 こと金秀洋

105金 村秀一 こと金秀一

106金 村仙愛 こと金仙愛

107金 村輝英 こと金輝英

108金 村輝侑 こと金輝侑

286関 暉 ことGUANHAI


